
自立訓練
（機能訓練）

１２  自立訓練（機能訓練）サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

41 1151 機能訓練Ⅰ１ (1)定員２０人以下 787 1日につき

41 1152 機能訓練Ⅰ１・期間超 標準利用期間超過減算 × 748

41 1153 機能訓練Ⅰ１・未計画 748

41 1154 機能訓練Ⅰ１・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 711

41 1155 機能訓練Ⅰ１・地公体 単位 759

41 1156 機能訓練Ⅰ１・地公体・期間超 標準利用期間超過減算 × 721

41 1157 機能訓練Ⅰ１・地公体・未計画 721

41 1158 機能訓練Ⅰ１・地公体・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 685

41 1111 機能訓練Ⅰ２ (2)定員２１人以上４０人以下 704

41 1112 機能訓練Ⅰ２・期間超 標準利用期間超過減算 × 669

41 1113 機能訓練Ⅰ２・未計画 669

41 1114 機能訓練Ⅰ２・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 636

41 1115 機能訓練Ⅰ２・地公体 単位 679

41 1116 機能訓練Ⅰ２・地公体・期間超 標準利用期間超過減算 × 645

41 1117 機能訓練Ⅰ２・地公体・未計画 645

41 1118 機能訓練Ⅰ２・地公体・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 613

41 1121 機能訓練Ⅰ３ (3)定員４１人以上６０人以下 669

41 1122 機能訓練Ⅰ３・期間超 標準利用期間超過減算 × 636

41 1123 機能訓練Ⅰ３・未計画 636

41 1124 機能訓練Ⅰ３・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 604

41 1125 機能訓練Ⅰ３・地公体 単位 646

41 1126 機能訓練Ⅰ３・地公体・期間超 標準利用期間超過減算 × 614

41 1127 機能訓練Ⅰ３・地公体・未計画 614

41 1128 機能訓練Ⅰ３・地公体・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 583

41 1131 機能訓練Ⅰ４ (4)定員６１人以上８０人以下 641

41 1132 機能訓練Ⅰ４・期間超 標準利用期間超過減算 × 609

41 1133 機能訓練Ⅰ４・未計画 609

41 1134 機能訓練Ⅰ４・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 579

41 1135 機能訓練Ⅰ４・地公体 単位 619

41 1136 機能訓練Ⅰ４・地公体・期間超 標準利用期間超過減算 × 588

41 1137 機能訓練Ⅰ４・地公体・未計画 588

41 1138 機能訓練Ⅰ４・地公体・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 559

41 1141 機能訓練Ⅰ５ (5)定員８１人以上 604

41 1142 機能訓練Ⅰ５・期間超 標準利用期間超過減算 × 574

41 1143 機能訓練Ⅰ５・未計画 574

41 1144 機能訓練Ⅰ５・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 545

41 1145 機能訓練Ⅰ５・地公体 単位 583

41 1146 機能訓練Ⅰ５・地公体・期間超 標準利用期間超過減算 × 554

41 1147 機能訓練Ⅰ５・地公体・未計画 554

41 1148 機能訓練Ⅰ５・地公体・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 526

41 1211 機能訓練Ⅱ１ (1) １時間未満 245

41 1212 機能訓練Ⅱ１・期間超 単位 標準利用期間超過減算 × 233

41 1221 機能訓練Ⅱ２ (2) １時間以上 564

41 1222 機能訓練Ⅱ２・期間超 単位 標準利用期間超過減算 × 536

41 1231 機能訓練Ⅱ３ (3) 視覚障害者に対する専門的訓練 724

41 1232 機能訓練Ⅱ３・期間超 単位 標準利用期間超過減算 × 688

41 1311 基準該当機能訓練 ハ 基準該当機能訓練サービス費 単位 787

41 6037 機能訓練福祉専門職員配置等加算Ⅰ イ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 単位加算 15

41 6035 機能訓練福祉専門職員配置等加算Ⅱ ロ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） 単位加算 10

41 6036 機能訓練福祉専門職員配置等加算Ⅲ ハ 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 単位加算 6
41 5060 機能訓練視覚聴覚言語支援体制加算 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 単位加算 41
41 5050 機能訓練初期加算 初期加算（利用開始日から３０日を限度) 単位加算 30

41 6040 機能訓練欠席時対応加算 欠席時対応加算 単位加算 94 月４回限度

41 6030 機能訓練リハビリテーション加算 リハビリテーション加算 単位加算 20 １日につき

41 5010 機能訓練上限額管理加算 利用者負担上限額管理加算 単位加算 150 月１回限度

41 5070 機能訓練食事提供体制加算 食事提供体制加算 単位加算 30 １日につき

41 6590 機能訓練送迎加算Ⅰ 送迎加算 イ　送迎加算（Ⅰ） 単位加算 27 片道につき

41 6591 機能訓練送迎加算Ⅱ ロ　送迎加算（Ⅱ） 単位加算 13

41 7590 機能訓練体験利用加算 障害福祉サービスの体験利用支援加算 単位加算 300 １日につき

41 6715 機能訓練処遇改善加算Ⅰ 単位加算 1月につき

41 6716 機能訓練障害者支援施設処遇改善加算Ⅰ 指定障害者支援施設が行った場合 単位加算

41 6710 機能訓練処遇改善加算Ⅱ 単位加算

41 6711 機能訓練障害者支援施設処遇改善加算Ⅱ 指定障害者支援施設が行った場合 単位加算

41 6665 機能訓練処遇改善加算Ⅲ 単位加算

41 6666 機能訓練障害者支援施設処遇改善加算Ⅲ 指定障害者支援施設が行った場合 単位加算

41 6670 機能訓練処遇改善加算Ⅳ 単位加算

41 6671 機能訓練障害者支援施設処遇改善加算Ⅳ 指定障害者支援施設が行った場合 単位加算

41 6675 機能訓練処遇改善加算Ⅴ 単位加算

41 6676 機能訓練障害者支援施設処遇改善加算Ⅴ 指定障害者支援施設が行った場合 単位加算

41 6685 機能訓練処遇改善特別加算 福祉・介護職員処遇改善特別加算 単位加算

41 6686 機能訓練障害者支援施設処遇改善特別加算 指定障害者支援施設が行った場合 単位加算

福祉専門職員配置
等加算

福祉・介護職員処
遇改善加算

13

300

ロ　福祉・介護職員処遇改善
加算（Ⅱ）

ハ　福祉・介護職員処遇改善
加算（Ⅲ）

ホ　福祉・介護職員処遇改善
加算（Ⅴ）

イ　福祉・介護職員処遇改善
加算（Ⅰ）

30

94

20

150

30

27

787

10

6

41

15

ロ 機能訓練サービ
ス費（Ⅱ）

245 95%

564 95%

724 95%

604 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95% 95%

95% 95%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

95%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

641 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

669 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95%

704 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95% 95%

自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95% 95%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

ニ　福祉・介護職員処遇改善
加算（Ⅳ）

算定項目

イ 機能訓練サービ
ス費（Ⅰ）

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

787 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%

198



自立訓練
（機能訓練）

（定員超過）
サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

41 8151 機能訓練Ⅰ１・定超 (1)定員２０人以下 551 １日につき

41 8152 機能訓練Ⅰ１・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 523

41 8153 機能訓練Ⅰ１・定超・未計画 523

41 8154 機能訓練Ⅰ１・定超・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 497

41 8155 機能訓練Ⅰ１・地公体・定超 単位 531

41 8156 機能訓練Ⅰ１・地公体・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 504

41 8157 機能訓練Ⅰ１・地公体・定超・未計画 504

41 8158 機能訓練Ⅰ１・地公体・定超・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 479

41 8111 機能訓練Ⅰ２・定超 (2)定員２１人以上４０人以下 × 493

41 8112 機能訓練Ⅰ２・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 468

41 8113 機能訓練Ⅰ２・定超・未計画 468

41 8114 機能訓練Ⅰ２・定超・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 445

41 8115 機能訓練Ⅰ２・地公体・定超 単位 475

41 8116 機能訓練Ⅰ２・地公体・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 451

41 8117 機能訓練Ⅰ２・地公体・定超・未計画 451

41 8118 機能訓練Ⅰ２・地公体・定超・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 428

41 8121 機能訓練Ⅰ３・定超 (3)定員４１人以上６０人以下 468

41 8122 機能訓練Ⅰ３・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 445

41 8123 機能訓練Ⅰ３・定超・未計画 445

41 8124 機能訓練Ⅰ３・定超・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 423

41 8125 機能訓練Ⅰ３・地公体・定超 単位 452

41 8126 機能訓練Ⅰ３・地公体・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 429

41 8127 機能訓練Ⅰ３・地公体・定超・未計画 429

41 8128 機能訓練Ⅰ３・地公体・定超・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 408

41 8131 機能訓練Ⅰ４・定超 (4)定員６１人以上８０人以下 449

41 8132 機能訓練Ⅰ４・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 427

41 8133 機能訓練Ⅰ４・定超・未計画 427

41 8134 機能訓練Ⅰ４・定超・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 406

41 8135 機能訓練Ⅰ４・地公体・定超 単位 433

41 8136 機能訓練Ⅰ４・地公体・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 411

41 8137 機能訓練Ⅰ４・地公体・定超・未計画 411

41 8138 機能訓練Ⅰ４・地公体・定超・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 390

41 8141 機能訓練Ⅰ５・定超 (5)定員８１人以上 423

41 8142 機能訓練Ⅰ５・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 402

41 8143 機能訓練Ⅰ５・定超・未計画 402

41 8144 機能訓練Ⅰ５・定超・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 382

41 8145 機能訓練Ⅰ５・地公体・定超 単位 408

41 8146 機能訓練Ⅰ５・地公体・定超・期間超 標準利用期間超過減算 × 388

41 8147 機能訓練Ⅰ５・地公体・定超・未計画 388

41 8148 機能訓練Ⅰ５・地公体・定超・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 369

604 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95% 95%

95% 95%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

95%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

641 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

669 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95%

704 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95% 95%

96.5% 95% 95%

70%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

イ 機能訓練サービ
ス費（Ⅰ）

95%

利用者
の数が
利用定
員を超え
る場合

自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

787 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合

199



自立訓練
（機能訓練）

（看護職員、理学療法士若しくは作業療法士、生活支援員又はサービス管理責任者欠員）
サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

41 9151 機能訓練Ⅰ１・人欠 (1)定員２０人以下 551 １日につき

41 9152 機能訓練Ⅰ１・人欠・期間超 標準利用期間超過減算 × 523

41 9153 機能訓練Ⅰ１・人欠・未計画 523

41 9154 機能訓練Ⅰ１・人欠・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 497

41 9155 機能訓練Ⅰ１・地公体・人欠 単位 531

41 9156 機能訓練Ⅰ１・地公体・人欠・期間超 標準利用期間超過減算 × 504

41 9157 機能訓練Ⅰ１・地公体・人欠・未計画 504

41 9158 機能訓練Ⅰ１・地公体・人欠・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 479

41 9111 機能訓練Ⅰ２・人欠 (2)定員２１人以上４０人以下 493

41 9112 機能訓練Ⅰ２・人欠・期間超 標準利用期間超過減算 × 468

41 9113 機能訓練Ⅰ２・人欠・未計画 468

41 9114 機能訓練Ⅰ２・人欠・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 445

41 9115 機能訓練Ⅰ２・地公体・人欠 単位 475

41 9116 機能訓練Ⅰ２・地公体・人欠・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 451

41 9117 機能訓練Ⅰ２・地公体・人欠・未計画 451

41 9118 機能訓練Ⅰ２・地公体・人欠・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 428

41 9121 機能訓練Ⅰ３・人欠 (3)定員４１人以上６０人以下 468

41 9122 機能訓練Ⅰ３・人欠・期間超 標準利用期間超過減算 × 445

41 9123 機能訓練Ⅰ３・人欠・未計画 445

41 9124 機能訓練Ⅰ３・人欠・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 423

41 9125 機能訓練Ⅰ３・地公体・人欠 単位 452

41 9126 機能訓練Ⅰ３・地公体・人欠・期間超 標準利用期間超過減算 × 429

41 9127 機能訓練Ⅰ３・地公体・人欠・未計画 429

41 9128 機能訓練Ⅰ３・地公体・人欠・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 408

41 9131 機能訓練Ⅰ４・人欠 (4)定員６１人以上８０人以下 449

41 9132 機能訓練Ⅰ４・人欠・期間超 標準利用期間超過減算 × 427

41 9133 機能訓練Ⅰ４・人欠・未計画 427

41 9134 機能訓練Ⅰ４・人欠・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 406

41 9135 機能訓練Ⅰ４・地公体・人欠 単位 433

41 9136 機能訓練Ⅰ４・地公体・人欠・期間超 標準利用期間超過減算 × 411

41 9137 機能訓練Ⅰ４・地公体・人欠・未計画 411

41 9138 機能訓練Ⅰ４・地公体・人欠・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 390

41 9141 機能訓練Ⅰ５・人欠 (5)定員８１人以上 423

41 9142 機能訓練Ⅰ５・人欠・期間超 標準利用期間超過減算 × 402

41 9143 機能訓練Ⅰ５・人欠・未計画 402

41 9144 機能訓練Ⅰ５・人欠・未計画・期間超 × 標準利用期間超過減算 × 382

41 9145 機能訓練Ⅰ５・地公体・人欠 単位 408

41 9146 機能訓練Ⅰ５・地公体・人欠・期間超 標準利用期間超過減算 × 388

41 9147 機能訓練Ⅰ５・地公体・人欠・未計画 388

41 9148 機能訓練Ⅰ５・地公体・人欠・未計画・期間超 × × 標準利用期間超過減算 × 369

604 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95% 95%

95% 95%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

95%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

641 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

669 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95%

704 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

70% 95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合96.5% 95% 95%

96.5% 95% 95%

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合 95% 95%

イ 機能訓練サービ
ス費（Ⅰ）

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合看護職

員、理学
療法士
若しくは
作業療
法士、生
活支援
員又は
サービス
管理責
任者の
員数が
基準に満
たない場
合

95% 95%

787 地方公共団体が設置
する指定自立訓練(機
能訓練)事業所又は
指定障害者支援施設
の場合

95%
自立訓練(機能訓
練)計画等が作成
されていない場合
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